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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　対象者の血圧データと脈拍データと心電図データとを含むバイタルデータを取得するバ
イタルデータ取得手段と、
　前記バイタルデータ取得手段によって取得された前記バイタルデータに基づいて、前記
対象者が心臓疾患または脳疾患を発症した可能性があると判定したときに、前記対象者が
心臓疾患または脳疾患を発症した可能性があることを前記対象者の異常として検出する異
常検出手段と、
　前記異常検出手段によって異常が検出されたときに、前記対象者の症状の程度を判定す
る判定手段と、
　前記対象者の現在位置を特定する現在位置特定手段と、
　前記判定手段によって前記対象者の症状の程度が重度が低いと判定された場合には、前
記対象者の症状に応じた疾患分野の低度医療対応可能病院と前記対象者の症状に応じた疾
患分野の高度医療対応可能病院の中から、前記現在位置特定手段によって特定された前記
対象者の現在位置から近い病院を選択して、前記対象者を搬送する搬送先の病院として特
定し、前記判定手段によって前記対象者の症状の程度が重度が高いと判定された場合には
、前記対象者の現在位置から最も近い高度医療対応可能病院までの所要時間と、最も近い
低度医療対応可能病院までの所要時間との差が、あらかじめ設定されている閾値より長い
ときには、前記低度医療対応可能病院と前記高度医療対応可能病院の中から、前記現在位
置特定手段によって特定された前記対象者の現在位置から近い病院を選択して、前記搬送
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先の病院として特定し、前記対象者の現在位置から最も近い高度医療対応可能病院までの
所要時間と、最も近い低度医療対応可能病院までの所要時間との差が、あらかじめ設定さ
れている閾値以下のときには、前記高度医療対応可能病院の中から、前記現在位置特定手
段によって特定された前記対象者の現在位置から近い病院を選択して、前記搬送先の病院
として特定する搬送先特定手段と、
　前記搬送先特定手段によって特定された前記搬送先の病院に関する搬送先情報を出力す
る搬送先情報出力手段とを備え、
　前記異常検出手段は、前記心電図データが示す波形が、あらかじめ登録されている心臓
疾患の特徴的な波形を示したときに、前記対象者が心臓疾患を発症した可能性があると判
定し、前記血圧データが示す数値及び前記脈拍データが示す波形が、あらかじめ登録され
ている脳疾患の特徴的な数値及び波形を示したときに、前記対象者が脳疾患を発症した可
能性があると判定することを特徴とする医療支援システム。
【請求項２】
　請求項１に記載の医療支援システムにおいて、
　前記判定手段は、前記対象者の健康管理のために記憶媒体に記録されている健康管理情
報と前記バイタルデータに基づいて、前記対象者の症状の程度を判定することを特徴とす
る医療支援システム。
【請求項３】
　請求項２に記載の医療支援システムにおいて、
　前記判定手段は、前記健康管理情報と前記バイタルデータに基づいて、あらかじめ設定
された複数の判定項目ごとに判定結果を数値化し、前記判定項目ごとに特定された数値の
合計値をユーザの症状の程度を示す指標値として算出することによって、前記対象者の症
状の程度を判定することを特徴とする医療支援システム。
【請求項４】
　請求項２または３に記載の医療支援システムにおいて、
　前記健康管理情報と前記バイタルデータに基づいて前記対象者の症状の程度を判定する
ことができない場合に、前記対象者の症状を確認するための質問を出力する質問出力手段
と、
　前記質問に対する回答を受け付けて回答データを取得する回答データ取得手段とをさら
に備え、
　前記判定手段は、前記回答データ取得手段によって取得された前記回答データに基づい
て、前記対象者の症状の程度を判定することを特徴とする医療支援システム。
【請求項５】
　請求項４に記載の医療支援システムにおいて、
　前記判定手段は、前記回答データに基づいて、あらかじめ設定された複数の質問項目ご
とに回答結果を数値化し、前記質問項目ごとに特定された数値の合計値をユーザの症状の
程度を示す指標値として算出することによって、前記対象者の症状の程度を判定すること
を特徴とする医療支援システム。
【請求項６】
　請求項１～５のいずれか一項に記載の医療支援システムにおいて、
　前記搬送先特定手段によって特定された前記搬送先の病院へ、前記健康管理情報、前記
バイタルデータ、前記対象者の症状の程度を示すデータを含んだ搬送者情報を送信する搬
送者情報送信手段をさらに備えることを特徴とする医療支援システム。
【請求項７】
　請求項１～６のいずれか一項に記載の医療支援システムにおいて、
　前記異常検出手段によって異常が検出されたときに、あらかじめ登録されている通知先
に前記対象者に異常が検出されたことを通知する通知手段をさらに備えることを特徴とす
る医療支援システム。
【請求項８】
　請求項１～７のいずれか一項に記載の医療支援システムにおいて、
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　前記バイタルデータ取得手段は、前記対象者に装着された前記バイタルデータを測定す
る機能を備えたウェアラブル端末から前記バイタルデータを取得することを特徴とする医
療支援システム。
【請求項９】
　対象者が所持する対象者端末と、前記対象者端末と通信回線を介して接続された監視装
置とで構成される医療支援システムであって、
　前記対象者端末は、
　対象者の血圧データと脈拍データと心電図データとを含むバイタルデータを取得するバ
イタルデータ取得手段と、
　前記バイタルデータ取得手段によって取得された前記バイタルデータを前記監視装置へ
送信するバイタルデータ送信手段と、
　前記監視装置からの指示に基づいて、前記対象者の症状を確認するための質問を出力す
る質問出力手段と、
　前記質問に対する回答を受け付けて回答データを取得する回答データ取得手段と、
　前記回答データ取得手段によって取得された前記回答データを前記監視装置へ送信する
回答データ送信手段とを備え、
　前記監視装置は、
　前記対象者端末から受信した前記バイタルデータに基づいて、前記対象者が心臓疾患ま
たは脳疾患を発症した可能性があると判定したときに、前記対象者が心臓疾患または脳疾
患を発症した可能性があることを前記対象者の異常として検出する異常検出手段と、
　前記異常検出手段によって異常が検出されたときに、前記対象者の健康管理のために記
憶媒体に記録されている健康管理情報と前記バイタルデータに基づいて、前記対象者の症
状の程度を判定し、前記健康管理情報と前記バイタルデータに基づいて前記対象者の症状
の程度を判定することができない場合には、前記対象者端末へ前記質問の出力を指示し、
前記対象者端末から受信した前記回答データに基づいて、前記対象者の症状の程度を判定
する判定手段と、
　前記判定手段によって判定された前記対象者の症状の程度に基づいて、前記対象者を搬
送する搬送先の病院を特定する搬送先特定手段と、
　前記搬送先特定手段によって特定された前記搬送先の病院に関する搬送先情報を前記対
象者端末へ送信する搬送先情報送信手段とを備え、
　前記異常検出手段は、前記心電図データが示す波形が、あらかじめ登録されている心臓
疾患の特徴的な波形を示したときに、前記対象者が心臓疾患を発症した可能性があると判
定し、前記血圧データが示す数値及び前記脈拍データが示す波形が、あらかじめ登録され
ている脳疾患の特徴的な数値及び波形を示したときに、前記対象者が脳疾患を発症した可
能性があると判定することを特徴とする医療支援システム。
【請求項１０】
　請求項９に記載の医療支援システムにおいて、
　前記対象者端末は、
　前記監視装置から前記搬送先情報を受信する搬送先情報受信手段と、
　前記搬送先情報受信手段によって受信された前記搬送先情報を表示装置に表示する搬送
先情報表示手段とをさらに備えることを特徴とする医療支援システム。
【請求項１１】
　請求項９または１０に記載の医療支援システムにおいて、
　前記判定手段は、前記健康管理情報と前記バイタルデータに基づいて、あらかじめ設定
された複数の判定項目ごとに判定結果を数値化し、前記判定項目ごとに特定された数値の
合計値をユーザの症状の程度を示す指標値として算出することによって、前記対象者の症
状の程度を判定することを特徴とする医療支援システム。
【請求項１２】
　請求項９～１１のいずれか一項に記載の医療支援システムにおいて、
　前記判定手段は、前記回答データに基づいて、あらかじめ設定された複数の質問項目ご
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とに回答結果を数値化し、前記質問項目ごとに特定された数値の合計値をユーザの症状の
程度を示す指標値として算出することによって、前記対象者の症状の程度を判定すること
を特徴とする医療支援システム。
【請求項１３】
　請求項９～１２のいずれか一項に記載の医療支援システムにおいて、
　前記監視装置は、
　前記搬送先特定手段によって特定された前記搬送先の病院へ、前記健康管理情報、前記
バイタルデータ、前記対象者の症状の程度を示すデータを含んだ搬送者情報を送信する搬
送者情報送信手段をさらに備えることを特徴とする医療支援システム。
【請求項１４】
　請求項９～１３のいずれか一項に記載の医療支援システムにおいて、
　前記監視装置は、
　前記異常検出手段によって異常が検出されたときに、あらかじめ登録されている通知先
に前記対象者に異常が検出されたことを通知する通知手段をさらに備えることを特徴とす
る医療支援システム。
【請求項１５】
　請求項９～１４のいずれか一項に記載の医療支援システムにおいて、
　前記対象者端末は、前記対象者の現在位置を特定する現在位置特定手段をさらに備え、
　前記搬送先特定手段は、前記判定手段によって前記対象者の症状の程度が重度が低いと
判定された場合には、前記対象者の症状に応じた疾患分野の低度医療対応可能病院と前記
対象者の症状に応じた疾患分野の高度医療対応可能病院の中から、前記現在位置特定手段
によって特定された前記対象者の現在位置から近い病院を選択して、前記搬送先の病院と
して特定することを特徴とする医療支援システム。
【請求項１６】
　請求項１５に記載の医療支援システムにおいて、
　前記搬送先特定手段は、前記判定手段によって前記対象者の症状の程度が重度が高いと
判定された場合には、前記対象者の現在位置から最も近い高度医療対応可能病院までの所
要時間と、最も近い低度医療対応可能病院までの所要時間との差が、あらかじめ設定され
ている閾値より長いときには、前記低度医療対応可能病院と前記高度医療対応可能病院の
中から、前記現在位置特定手段によって特定された前記対象者の現在位置から近い病院を
選択して、前記搬送先の病院として特定し、前記対象者の現在位置から最も近い高度医療
対応可能病院までの所要時間と、最も近い低度医療対応可能病院までの所要時間との差が
、あらかじめ設定されている閾値以下のときには、前記高度医療対応可能病院の中から、
前記現在位置特定手段によって特定された前記対象者の現在位置から近い病院を選択して
、前記搬送先の病院として特定することを特徴とする医療支援システム。
【請求項１７】
　請求項９～１６のいずれか一項に記載の医療支援システムにおいて、
　前記バイタルデータ取得手段は、前記対象者に装着された前記バイタルデータを測定す
る機能を備えたウェアラブル端末から前記バイタルデータを取得することを特徴とする医
療支援システム。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、医療支援システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　次のような医療支援プログラムが知られている。この医療支援プログラムは、患者の重
症度と症状に基づいて、受け入れ実績のある医療機関のリストを表示させるとともに、患
者の重症度と症状に応じた最も救命率が高い治療方法を特定して、搬送先の病院のデバイ
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スに出力する（例えば、特許文献１）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１６－３５６９９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　従来の医療支援プログラムでは、搬送先の病院を特定するために用いる患者の重症度と
症状は救急隊等が入力する必要があった。このため、救急隊員が到着して患者の重症度と
症状を判断し、その入力が完了するまで、患者の搬送先を特定することができなかった。
対象者が、脳卒中や心卒中等の脳疾患や心臓疾患を発症した場合には、発症後から早期診
断・早期治療が最大の課題となる。しかしながら、到着した救急隊員にこのような疾患に
対する医療知識がない場合には、正しく専門病院に搬送されずに転送されることになり、
これが原因で救命率が低下していた。このような事態を防止するためには、対象者に異常
が発生した際に、早期に症状の程度を判定し、症状の程度に応じた搬送先の病院を特定す
る必要があるが、従来は、このような方法について、何ら検討がされていなかった。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明による医療支援システムは、対象者の血圧データと脈拍データと心電図データと
を含むバイタルデータを取得するバイタルデータ取得手段と、バイタルデータ取得手段に
よって取得されたバイタルデータに基づいて、対象者が心臓疾患または脳疾患を発症した
可能性があると判定したときに、対象者が心臓疾患または脳疾患を発症した可能性がある
ことを対象者の異常として検出する異常検出手段と、異常検出手段によって異常が検出さ
れたときに、対象者の症状の程度を判定する判定手段と、対象者の現在位置を特定する現
在位置特定手段と、判定手段によって対象者の症状の程度が重度が低いと判定された場合
には、対象者の症状に応じた疾患分野の低度医療対応可能病院と対象者の症状に応じた疾
患分野の高度医療対応可能病院の中から、現在位置特定手段によって特定された対象者の
現在位置から近い病院を選択して、対象者を搬送する搬送先の病院として特定し、判定手
段によって対象者の症状の程度が重度が高いと判定された場合には、対象者の現在位置か
ら最も近い高度医療対応可能病院までの所要時間と、最も近い低度医療対応可能病院まで
の所要時間との差が、あらかじめ設定されている閾値より長いときには、低度医療対応可
能病院と高度医療対応可能病院の中から、現在位置特定手段によって特定された対象者の
現在位置から近い病院を選択して、搬送先の病院として特定し、対象者の現在位置から最
も近い高度医療対応可能病院までの所要時間と、最も近い低度医療対応可能病院までの所
要時間との差が、あらかじめ設定されている閾値以下のときには、高度医療対応可能病院
の中から、現在位置特定手段によって特定された前記対象者の現在位置から近い病院を選
択して、搬送先の病院として特定する搬送先特定手段と、搬送先特定手段によって特定さ
れた搬送先の病院に関する搬送先情報を出力する搬送先情報出力手段とを備え、異常検出
手段は、心電図データが示す波形が、あらかじめ登録されている心臓疾患の特徴的な波形
を示したときに、対象者が心臓疾患を発症した可能性があると判定し、血圧データが示す
数値及び脈拍データが示す波形が、あらかじめ登録されている脳疾患の特徴的な数値及び
波形を示したときに、対象者が脳疾患を発症した可能性があると判定することを特徴とす
る。
　本発明による医療支援システムはまた、対象者が所持する対象者端末と、対象者端末と
通信回線を介して接続された監視装置とで構成される医療支援システムであって、対象者
端末は、対象者の血圧データと脈拍データと心電図データとを含むバイタルデータを取得
するバイタルデータ取得手段と、バイタルデータ取得手段によって取得されたバイタルデ
ータを監視装置へ送信するバイタルデータ送信手段と、監視装置からの指示に基づいて、
対象者の症状を確認するための質問を出力する質問出力手段と、質問に対する回答を受け
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付けて回答データを取得する回答データ取得手段と、回答データ取得手段によって取得さ
れた回答データを監視装置へ送信する回答データ送信手段とを備え、監視装置は、対象者
端末から受信したバイタルデータに基づいて、対象者が心臓疾患または脳疾患を発症した
可能性があると判定したときに、対象者が心臓疾患または脳疾患を発症した可能性がある
ことを対象者の異常として検出する異常検出手段と、異常検出手段によって異常が検出さ
れたときに、対象者の健康管理のために記憶媒体に記録されている健康管理情報とバイタ
ルデータに基づいて、対象者の症状の程度を判定し、健康管理情報とバイタルデータに基
づいて対象者の症状の程度を判定することができない場合には、対象者端末へ質問の出力
を指示し、対象者端末から受信した回答データに基づいて、対象者の症状の程度を判定す
る判定手段と、判定手段によって判定された対象者の症状の程度に基づいて、対象者を搬
送する搬送先の病院を特定する搬送先特定手段と、搬送先特定手段によって特定された搬
送先の病院に関する搬送先情報を対象者端末へ送信する搬送先情報送信手段とを備え、異
常検出手段は、心電図データが示す波形が、あらかじめ登録されている心臓疾患の特徴的
な波形を示したときに、対象者が心臓疾患を発症した可能性があると判定し、血圧データ
が示す数値及び脈拍データが示す波形が、あらかじめ登録されている脳疾患の特徴的な数
値及び波形を示したときに、対象者が脳疾患を発症した可能性があると判定することを特
徴とする。
【発明の効果】
【０００６】
　本発明によれば、対象者が心臓疾患または脳疾患を発症した可能性があるときに、対象
者の症状の程度を判定して、症状の程度に応じた搬送先の病院を特定するため、対象者が
心臓疾患または脳疾患を発症したときに、早期に症状の程度を判定し、症状の程度に応じ
た搬送先の病院を特定することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】医療支援システム１０の一実施の形態の構成を示すブロック図である。
【図２】バイタルデータ測定装置１００の一実施の形態の構成を示すブロック図である。
【図３】ユーザ端末２００の一実施の形態の構成を示すブロック図である。
【図４】監視装置３００の一実施の形態の構成を示すブロック図である。
【図５】トリアージ処理における判定処理の流れを示すフローチャート図である。
【図６】バイタルデータ測定装置１００で実行される処理の流れを示すフローチャート図
である。
【図７】ユーザ端末２００で実行される測定データ送信処理の流れを示すフローチャート
図である。
【図８】ユーザ端末２００で実行される回答データ送信処理の流れを示すフローチャート
図である。
【図９】ユーザ端末２００で実行される搬送先病院情報出力処理の流れを示すフローチャ
ート図である。
【図１０】監視装置３００で実行される処理の流れを示すフローチャート図である。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　図１は、本実施の形態における医療支援システム１０の一実施の形態の構成を示すブロ
ック図である。医療支援システム１０は、ユーザが心卒中や脳卒中などの心臓疾患または
脳疾患を発症したときに、症状の程度に応じた病院を搬送先として特定することで、ユー
ザの救命率を向上させることを目的とする。医療支援システム１０は、健康状態の監視対
象となる対象者に装着され、対象者のバイタルデータを測定する機能を備えたバイタルデ
ータ測定装置１００と、対象者であるユーザが所持するユーザ端末２００と、ユーザ端末
２００から送信されるデータを監視して、ユーザの異常を検出する監視装置３００とで構
成される。
【０００９】
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　バイタルデータ測定装置１００は、ユーザの血圧データ、脈拍データ、心電図データを
含むバイタルデータを取得し、取得したバイタルデータをユーザ端末２００へ送信する機
能を有する。バイタルデータ測定装置１００としては、例えば、ユーザが手首に巻いて装
着するウェアラブル端末が用いられる。このウェアラブル端末には、ユーザの身体と接す
る部分に血圧測定、脈拍測定、心電図測定を行うためのセンサが搭載されており、ユーザ
の血圧データ、脈拍データ、心電図データを取得することが可能になっている。手首に巻
き付けるタイプのウェアラブル端末において、装着者の血圧、脈拍、心電図を測定するた
めの技術については、公知のため、ここでの説明は省略する。
【００１０】
　図２は、本実施の形態におけるバイタルデータ測定装置１００の一実施の形態の構成を
示すブロック図である。バイタルデータ測定装置１００は、通信モジュール１０１と、バ
イタルデータ測定部１０２と、制御装置１０３とを備えている。
【００１１】
　通信モジュール１０１は、ユーザ端末２００と接続して通信を行うためのモジュールで
あって、例えば、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）通信用のモジュールが用いられる。本
実施の形態では、バイタルデータ測定装置１００と通信相手のユーザ端末２００とは、事
前にＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）のペアリングが行われており、通信が可能な状態に
なっている。
【００１２】
　バイタルデータ測定部１０２は、ユーザの血圧、脈拍、心電図を測定するためのセンサ
や、その周辺回路によって構成され、測定により得た血圧データ、脈拍データ、心電図デ
ータを制御装置１０３へ出力する。
【００１３】
　制御装置１０３は、ＣＰＵ、メモリ、およびその他の周辺回路によって構成され、バイ
タルデータ測定装置１００の全体を制御する。なお、制御装置１０３を構成するメモリは
、例えばＳＤＲＡＭ等の揮発性のメモリやフラッシュメモリ等の不揮発性のメモリを含む
。揮発性のメモリは、ＣＰＵがプログラム実行時にプログラムを展開するためのワークメ
モリや、データを一時的に記録するためのバッファメモリとして使用される。また、不揮
発性のメモリには、バイタルデータ測定装置１００を動作させるためのプログラムのデー
タや、プログラムが利用する種々のデータが記録される。
【００１４】
　ユーザ端末２００は、本実施の形態におけるユーザとなる対象者が所持する情報端末で
あって、例えば、スマートフォン、携帯電話機、タブレット端末などが用いられる。図３
は、本実施の形態におけるユーザ端末２００として、スマートフォンを用いた場合の一実
施の形態の構成を示すブロック図である。本実施の形態では、スマートフォンに、以下に
説明する処理を実行するためのユーザ端末用ソフトウェアがインストールされることによ
り、本実施の形態におけるユーザ端末２００として動作する。なお、ユーザ端末用ソフト
ウェアのプログラムは、インターネットを介して接続されたサーバ上で公開されることに
より提供され、ユーザ自身、またはユーザの主治医や家族といった関係者がこれをダウン
ロードにより入手し、ユーザ端末２００にあらかじめインストールされているものとする
。あるいは、ユーザ端末用ソフトウェアのプログラムは、ＣＤ－ＲＯＭやＤＶＤ－ＲＯＭ
等の記録媒体に記録されて提供されるようにしてもよい。
【００１５】
　ユーザ端末２００は、タッチパネル２０１と、通信モジュール２０２と、ＧＰＳモジュ
ール２０３と、制御装置２０４とを備えている。
【００１６】
　タッチパネル２０１は、液晶パネル等の表示装置とタッチパッドのような位置入力装置
を組み合わせた電子部品であり、画面上の表示を押すことで機器を操作することができる
入力装置である。例えば、ユーザ端末２００の操作者は、液晶パネル上に表示されたボタ
ンやメニュー等の表示項目を指やタッチペンを用いてタッチまたはスライドさせることに
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より、ユーザ端末２００を操作することができる。タッチパネル２０１は、操作者による
タッチやスライドといった操作を検出して、その検出信号を制御装置２０４へ出力する。
【００１７】
　通信モジュール２０２は、無線または有線により、ＬＡＮや携帯電話通信網を介してユ
ーザ端末２００をインターネットに接続させるためのモジュールと、バイタルデータ測定
装置１００と通信を行うための近距離無線通信用のモジュールとを含む。ユーザ端末２０
０は、通信モジュール２０２を介してインターネットに接続することにより、監視装置３
００と通信を行うことが可能となる。また、ユーザ端末２００は、通信モジュール２０２
を介して、あらかじめペアリングされたバイタルデータ測定装置１００と通信を行うこと
ができる。
【００１８】
　ＧＰＳモジュール２０３は、ＧＰＳ衛星と通信を行って、ＧＰＳ衛星から現在位置を特
定するための測位情報を受信するためのモジュールであり、ＧＰＳ衛星と通信を行うため
のアンテナや制御回路等が含まれる。
【００１９】
　制御装置２０４は、ＣＰＵ、メモリ、およびその他の周辺回路によって構成され、ユー
ザ端末２００の全体を制御する。なお、制御装置２０４を構成するメモリは、例えばＳＤ
ＲＡＭ等の揮発性のメモリやフラッシュメモリ等の不揮発性のメモリを含む。揮発性のメ
モリは、ＣＰＵがプログラム実行時にプログラムを展開するためのワークメモリや、デー
タを一時的に記録するためのバッファメモリとして使用される。また、不揮発性のメモリ
には、ユーザ端末２００を動作させるためのファームウェアや種々のアプリケーションを
動作させるためのソフトウェアのプログラムデータが記録される。本実施の形態では、こ
の不揮発性のメモリに、上述したユーザ端末用ソフトウェアのプログラムが記録されてい
る。
【００２０】
　監視装置３００は、インターネットに接続された装置であって、例えば、パソコンやサ
ーバなどが用いられる。図４は、本実施の形態における監視装置３００として、サーバ装
置を用いた場合の一実施の形態の構成を示すブロック図である。監視装置３００は、接続
インターフェース３０１と、制御装置３０２と、記憶媒体３０３とを備えている。
【００２１】
　接続インターフェース３０１は、監視装置３００をインターネット等の通信回線に接続
するためのインターフェースであり、例えば、インターネットに有線で接続するための有
線ＬＡＮモジュールや、インターネットに無線で接続するための無線ＬＡＮモジュールな
どが用いられる。本実施の形態では、監視装置３００は、この接続インターフェース３０
１を介してユーザ端末２００と通信する。
【００２２】
　制御装置３０２は、ＣＰＵ、メモリ、およびその他の周辺回路によって構成され、監視
装置３００の全体を制御する。なお、制御装置３０２を構成するメモリは、例えばＳＤＲ
ＡＭ等の揮発性のメモリである。このメモリは、ＣＰＵがプログラム実行時にプログラム
を展開するためのワークメモリや、データを一時的に記録するためのバッファメモリとし
て使用される。例えば、接続インターフェース３０１を介して読み込まれたデータは、バ
ッファメモリに一時的に記録される。
【００２３】
　記憶媒体３０３は、監視装置３００が蓄える種々のデータや、制御装置３０２が実行す
るためのプログラムのデータ等を記録するための記憶媒体であり、例えばＨＤＤ（Ｈａｒ
ｄ　Ｄｉｓｋ　Ｄｒｉｖｅ）やＳＳＤ（Ｓｏｌｉｄ　Ｓｔａｔｅ　Ｄｒｉｖｅ）等が用い
られる。なお、記憶媒体３０３に記録されるプログラムのデータは、ＣＤ－ＲＯＭやＤＶ
Ｄ－ＲＯＭなどの記録媒体に記録されて提供されたり、ネットワークを介して提供され、
操作者が取得したプログラムのデータを記憶媒体３０３にインストールすることによって
、制御装置３０２がプログラムを実行できるようになる。
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【００２４】
　本実施の形態における医療支援システム１０では、ユーザ端末２００を所持するユーザ
は、医療支援システム１０を利用するために、自身の健康管理に関する情報の登録を行う
。このために、ユーザは、ユーザ端末２００上でユーザ端末用ソフトウェアを起動し、タ
ッチパネル２０１に表示される情報登録画面で自身の健康管理に関する情報の登録を行う
。ユーザの健康管理に関する健康管理情報としては、例えば、氏名、性別、生年月日、身
長、体重、血液型、喫煙の有無、既往歴、服薬中の薬、ユーザの健康状態を示すデータが
含まれる。ユーザの健康状態を示すデータは、脳疾患や心臓疾患の発症に関連するデータ
を含み、例えば、事前に検査して得たＬＤＬコレステロールの値やトリグリセライドの値
などが含まれる。
【００２５】
　制御装置２０４は、ユーザによって情報登録画面上で健康管理情報が入力されて登録が
指示されると、入力された健康管理情報を監視装置３００へ送信する。監視装置３００で
は、制御装置３０２は、ユーザ端末２００から健康管理情報を受信すると、ユーザを一意
に特定するための情報、例えば、ユーザＩＤを発行し、ユーザＩＤと健康管理情報とを関
連付けて記憶媒体３０３に記録する。また、制御装置３０２は、発行したユーザＩＤをユ
ーザ端末２００へ送信する。ユーザ端末２００では、制御装置２０４は、監視装置３００
から受信したユーザＩＤをメモリに記録する。これによって、監視装置３００へのユーザ
情報の登録は完了し、ユーザは医療支援システム１０を利用可能となる。
【００２６】
　なお、ユーザは、自身の健康管理情報に変更が生じた場合には、適宜、情報登録画面を
表示させて健康管理情報を修正することができる。修正された健康管理情報は、監視装置
３００へ送信され、制御装置３０２は、そのユーザの健康管理情報を修正された情報で更
新する。
【００２７】
　ユーザは、医療支援システム１０を利用するために、あらかじめユーザ端末２００との
ペアリングを完了させたバイタルデータ測定装置１００を装着する。本実施の形態では、
手首に巻いて装着するタイプのウェアラブル端末を想定するため、ユーザは、バイタルデ
ータ測定装置１００を手首に装着する。これによって、バイタルデータ測定装置１００に
よるユーザのバイタルデータの測定が開始される。
【００２８】
　バイタルデータ測定装置１００の制御装置１０３は、バイタルデータ測定部１０２を介
して入力されるユーザのバイタルデータを取得し、通信モジュール１０１を介して、取得
したバイタルデータをユーザ端末２００へ送信する。なお、バイタルデータの送信タイミ
ングは特に限定されないが、制御装置１０３は、常にバイタルデータの取得と送信を継続
するようにしてもよいし、例えば１分ごと、５分ごと、１０分ごとのように、あらかじめ
設定されている所定時間間隔でユーザ端末２００へ送信するようにしてもよい。また、バ
イタルデータを送信する時間間隔は、ユーザ、またはユーザの家族や主治医等の操作者が
任意に設定できるようにしてもよい。
【００２９】
　ユーザ端末２００では、制御装置２０４は、バイタルデータ測定装置１００からバイタ
ルデータを受信すると、受信したバイタルデータと、ユーザを特定するための情報、例え
ば上述したユーザＩＤと、ユーザ端末２００の現在位置を示す現在位置情報とを含んだ測
定データを、通信モジュール２０２を介して監視装置３００へ送信する。なお、制御装置
２０４は、ＧＰＳモジュール２０３からの出力に基づいて、ユーザ端末２００の現在位置
を示す現在位置情報を取得する。
【００３０】
　監視装置３００では、制御装置３０２は、ユーザ端末２００から測定データを受信する
と、受信した測定データに含まれるバイタルデータに基づいて、ユーザが心臓疾患または
脳疾患を発症した可能性があるか否かを判定し、ユーザが心臓疾患または脳疾患を発症し
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た可能性があると判定した場合には、ユーザの異常を検出する。ここで、ユーザの異常の
検出処理について説明する。
【００３１】
　ユーザの異常を検出するために、心臓疾患を発症した患者の特徴的な心電図の波形デー
タと、脳疾患を発症した患者の特徴的な血圧の数値と、脳疾患を発症した患者の特徴的な
脈波の波形が、あらかじめ記憶媒体３０３に記録されている。制御装置３０２は、バイタ
ルデータに含まれる心電図データの示す波形が、あらかじめ記憶媒体３０３に登録されて
いる心臓疾患の特徴的な波形を示したことを検出したときに、ユーザが心臓疾患を発症し
た可能性があると判定し、ユーザの異常を検出する。また、制御装置３０２は、バイタル
データに含まれる血圧データの数値及び脈波データの示す波形が、あらかじめ記憶媒体３
０３に登録されている脳疾患の特徴的な数値及び波形を示したときに、ユーザが脳疾患を
発症した可能性があると判定し、ユーザの異常を検出する。
【００３２】
　制御装置３０２は、ユーザの異常を検出した場合には、以下に説明するトリアージ処理
を実行して、ユーザを、ユーザが発症した疾患分野の高度医療に対応した高度医療対応可
能病院と、ユーザが発症した疾患分野の低度医療に対応した低度医療対応可能病院のいず
れに搬送するべきかを判定し、ユーザの搬送先病院を決定する。なお、本実施の形態では
、ユーザの治療が低度医療対応可能病院で可能な場合であっても、低度医療対応可能病院
よりも高度医療対応可能病院の方がユーザの現在位置から近い場合には、高度医療対応可
能病院へ搬送することで、救命率を向上させるようにする。
【００３３】
　本実施の形態では、トリアージ処理には、制御装置３０２が、ユーザの健康管理情報と
バイタルデータに基づいてユーザの症状の程度を判定して搬送先の病院を決定する自動ト
リアージ処理と、ユーザ端末２００上で、ユーザの家族や救急隊員に対してユーザの症状
を確認するための質問を出力し、それによって得た回答データに基づいて、制御装置３０
２がユーザの症状の程度を判定して搬送先の病院を決定する問診型トリアージ処理とがあ
る。
【００３４】
　本実施の形態では、制御装置３０２は、ユーザの異常を検出した場合に、ユーザの健康
管理情報とバイタルデータに基づく自動トリアージ処理の実行が可能な場合には、自動ト
リアージ処理を実行して、早期にユーザの搬送先病院を決定する。一方、健康管理情報や
バイタルデータの情報が不十分で、自動トリアージ処理によってはユーザの搬送先病院を
決定することができない場合には、ユーザ端末２００を介してユーザの症状を確認するた
めの質問を出力し、ユーザ端末２００から回答データの受信を待って、問診型トリアージ
処理を実行して、ユーザの症状に応じた搬送先病院を決定する。
【００３５】
　以下、本実施の形態における自動トリアージ処理と問診型トリアージ処理について説明
する。トリアージ処理によって搬送先の病院を決定するために、記憶媒体３０３には、あ
らかじめ病院に関する病院情報のデータが記録されている。病院情報には、病院名、病院
の所在地を表す位置情報（経度・緯度）、疾患分野毎の高度医療・低度医療の対応可否、
救急医療対応時間帯、メールアドレス、電話番号、疾患分野毎の専門医に関する情報、病
床数とその空き状況、手術室数とその空き状況などの情報が含まれる。なお、疾患分野毎
の専門医に関する情報には、医師の氏名、専門分野、携帯電話番号が含まれる。また、病
床数は、一般治療室・脳卒中集中治療室・呼吸器疾患集中治療室・小児集中治療室等の各
専門的な治療室ごとに、その数と空き状況を含む。
【００３６】
　病院情報は、医療支援システム１０の管理者が操作する端末や、各病院に設置されてい
る端末などの外部端末上で入力され、これが監視装置３００へ送信されて、制御装置３０
２によって記憶媒体３０３に記録される。また、病院情報は、上記の外部端末から随時最
新の情報に更新される。
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【００３７】
　制御装置３０２は、ユーザ端末２００から受信した測定データに含まれるユーザＩＤに
基づいて、ユーザの健康管理情報を記憶媒体３０３から読み出す。そして、制御装置３０
２は、読み出した健康管理情報とユーザ端末２００から受信したバイタルデータとに基づ
いて自動トリアージ処理を実行し、ユーザを、度医療対応病院と低度医療対応可能病院の
いずれに搬送するべきかを判定する。
【００３８】
　自動トリアージ処理においては、制御装置３０２は、以下の（Ａ１）～（Ａ１０）の判
定項目について、判定結果を数値化し、これらの合計値をユーザの症状の程度を示す指標
値として算出する。本実施の形態では、以下の（Ａ１）～（Ａ１０）の判定項目に対して
、判定結果に応じたスコアを割り当て、（Ａ１）～（Ａ１０）の判定項目に対するスコア
の合計値を、自動トリアージ処理におけるユーザの症状の程度を示す指標値として算出す
る例について説明する。なお、スコアは、ユーザが脳疾患や心臓疾患を発症した際に、重
症化する可能性が高いほど合計値が高くなるように設定されているため、合計値が高いほ
ど、ユーザの症状の程度は重い可能性が高いことを意味する。
【００３９】
（Ａ１）ユーザの健康状態を示すデータに基づいて、ＬＤＬコレステロールの値が１４０
ｍｇ／ｄＬ以上である場合には、スコアを０．５とする。
（Ａ２）ユーザの健康状態を示すデータに基づいて、トリグリセライドの値が１５０ｍｇ
／ｄＬ以上である場合には、スコアを０．５とする。
（Ａ３）ユーザが喫煙者である場合には、スコアを２．５とする。
（Ａ４）ユーザの既往歴に脳梗塞が含まれる場合には、スコアを０．５とする。
（Ａ５）ユーザの年齢が７０歳以上である場合には、スコアを０．５とする。
（Ａ６）ユーザの健康状態を示すデータに基づいて、ＨＢ１ＡＣの値が６．５ｍｇ／ｄＬ
以上であり、かつユーザの既往歴に糖尿病が含まれる場合には、スコアを０．５とする。
（Ａ７）ユーザの身長と体重に基づいて算出したＢＭＩの値が２５以上である場合には、
スコアを０．５とする。
（Ａ８）ユーザの既往歴に多飲酒が含まれる場合には、スコアを０．２５とする。
（Ａ９）ユーザの異常を検出した際の血圧が１４０／９０ｍｍｈｇ以上である場合には、
スコアを１とする。
（Ａ１０）ユーザの異常を検出した際の心電図データに心房細動のような不整脈派が発生
している場合に、スコアを１とする。
【００４０】
　制御装置３０２は、図５に示すフローで処理を実行することにより、上記の処理で算出
した（Ａ１）～（Ａ１０）の判定項目に基づくスコアの合計値に基づいて、ユーザの症状
の程度に応じた搬送先を特定する。図５に示す処理については、後述する。
【００４１】
　問診型トリアージ処理においては、制御装置３０２は、以下の（Ｂ１）～（Ｂ１２）の
質問項目に対する回答データを得て、回答データに基づいてユーザの搬送先病院を特定す
る。なお、制御装置３０２は、自動トリアージ処理における上記の（Ａ１）～（Ａ１０）
のいずれかの判定項目について判定ができない場合に、問診型トリアージ処理を実行する
ために、ユーザ端末２００にユーザの症状を確認するための質問の出力を指示する。
【００４２】
　ユーザ端末２００では、制御装置２０４は、監視装置３００から質問の出力が指示され
ると、下記（Ｂ１）～（Ｂ１２）の質問項目に応じた質問内容をタッチパネル２０１に出
力して表示する。制御装置２０４は、各質問項目に対する回答の入力を受け付けた後に、
回答内容を示す回答データを監視装置３００へ送信する。なお、下記（Ｂ１）～（Ｂ１２
）の質問項目に応じた質問内容は、あらかじめユーザ端末２００が有するメモリに記録さ
れていてもよいし、監視装置３００から取得するようにしてもよい。なお、下記質問にお
いて、患者は対象者であるユーザを意味する。また、下記の質問内容は、実質的に同じ回
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答が得られる内容であれば、下記の文言に限定されない。また、下記質問項目のうち、ユ
ーザの健康管理情報に基づいて回答を特定可能な項目については、質問を行わずに、ユー
ザの健康管理情報に基づいて回答データを取得してもよい。
【００４３】
（Ｂ１）患者は抗凝血剤や血液希釈剤を使用していますか？
（Ｂ２）患者の年齢は？
（Ｂ３）どなたかが患者の発症時を確認していましたか？
（Ｂ４）最後に患者が元気だったのは何時ですか？ 
（Ｂ５）患者に顔面の麻痺症状はありますか？ 
（Ｂ６）患者に腕の麻痺症状はありますか？
（Ｂ７）発話内容がおかしくないですか？
（Ｂ８）患者へ一般的な物の名前を３つ尋ねてください。言えましたか？
（Ｂ９）患者へ「指を２本見せてください」と尋ねてください。正しくできましたか？
（Ｂ１０）患者に眼球偏位の症状はありますか？
（Ｂ１１）患者へ「何か自覚症状がありますか」と尋ねてください。自覚症状はありまし
たか？
（Ｂ１２）患者へ「これは誰の腕ですか」と尋ねてください。正しく答えられましたか？
【００４４】
　（Ｂ１）の質問項目に対しては、家族や救急隊員などの操作者は、「はい」、「いいえ
」のいずれかを選択して回答する。（Ｂ２）の質問項目に対しては、操作者は、「８０歳
以上」、「８０歳未満」のいずれかを選択して回答する。（Ｂ３）の質問項目に対しては
、ユーザの発症時を確認していた人物がいる場合には、その人物が発症を確認した時刻を
回答する。（Ｂ４）の質問項目に対しては、ユーザが最後に元気だったことを確認できる
時刻を回答する。（Ｂ５）の質問項目に対しては、操作者は、「症状なし」、「軽く症状
あり」のいずれかを選択して回答する。（Ｂ６）の質問項目に対しては、操作者は、「症
状なし」、「症状あり」、「非常に症状あり」のいずれかを選択して回答する。（Ｂ７）
の質問項目に対しては、操作者は、「おかしくない」、「おかしい」のいずれかを選択し
て回答する。（Ｂ８）の質問項目に対しては、操作者は、「言えた」、「言えない」のい
ずれかを選択して回答する。（Ｂ９）の質問項目は、（Ｂ６）で「症状なし」が選択され
た場合に出力され、これに対して、操作者は、「正しくできた」、「正しくできない」の
いずれかを選択して回答する。（Ｂ１０）の質問項目に対しては、操作者は、「症状なし
」、「片目に症状あり」、「両目に症状あり」のいずれかを選択して回答する。（Ｂ１１
）の質問項目は、（Ｂ６）で「症状あり」または「非常に症状あり」が選択された場合に
出力され、これに対して、操作者は、「症状なし」、「症状あり」のいずれかを選択して
回答する。（Ｂ１２）の質問項目は、（Ｂ６）で「症状あり」または「非常に症状あり」
が選択された場合に出力され、これに対して、操作者は、「正解」、「不正解」のいずれ
かを選択して回答する。
【００４５】
　制御装置３０２は、上記（Ｂ１）～（Ｂ１２）の質問項目に対する回答データを受信し
た場合には、（Ｂ５）～（Ｂ１２）の質問項目に対する回答データについて、回答結果を
数値化し、これらの合計値をユーザの症状の程度を示す指標値として算出する。本実施の
形態では、以下に示すように、（Ｂ５）～（Ｂ１０）の質問項目に対して、回答内容に応
じたスコアを割り当て、（Ｂ５）～（Ｂ１０）の質問項目に対するスコアの合計値を、問
診型トリアージ処理におけるユーザの症状の程度を示す指標値として算出する例について
説明する。なお、スコアは、ユーザが脳疾患や心臓疾患を発症した際に、重症化する可能
性が高いほど合計値が高くなるように設定されているため、合計値が高いほど、ユーザの
症状の程度は重い可能性が高いことを意味する。
【００４６】
　（Ｂ５）の質問項目に対して回答が「軽く症状あり」の場合はスコアを１とする。
　（Ｂ６）の質問項目に対して回答が「症状あり」の場合はスコアを１とし、「非常に症
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状あり」の場合はスコアを２とする。
　（Ｂ７）の質問項目に対して回答が「おかしい」の場合はスコアを１とする。
　（Ｂ８）の質問項目に対して回答が「言えない」の場合はスコアを１とする。
　（Ｂ９）の質問項目に対して回答が「正しくできない」の場合はスコアを１とする。
　（Ｂ１０）の質問項目に対して回答が「片目に症状あり」の場合はスコアを１とし、「
両目に症状あり」の場合はスコアを２とする。
　（Ｂ１１）の質問項目に対して回答が「症状あり」の場合はスコアを１とする。
　（Ｂ１２）の質問項目に対して回答が「不正解」の場合はスコアを１とする。
【００４７】
　制御装置３０２は、図５に示すフローで処理を実行することにより、上記の処理で算出
した（Ｂ１）～（Ｂ４）の質問に対する回答内容と、（Ｂ５）～（Ｂ１２）の質問項目に
基づくスコアの合計値に基づいて、ユーザの症状の程度に応じた搬送先を特定する。
【００４８】
　次に、図５に示すフローを用いて、自動トリアージ処理と問診型トリアージ処理におけ
る搬送先病院を特定するために行う判定処理について説明する。なお、図５においては、
実線で記した矢印は肯定判断（ＹＥＳ）を意味し、点線で記した矢印は否定判断（ＮＯ）
を意味する。
【００４９】
　ステップＳ１０において、制御装置３０２は、ユーザが抗凝血剤または血液希釈剤を服
薬しているか否かを判断する。制御装置３０２は、自動トリアージの場合は、ユーザの健
康管理情報に含まれる服薬中の薬の情報に基づいて、ユーザが抗凝血剤または血液希釈剤
を服薬しているか否かを判断する。また、制御装置３０２は、問診型トリアージの場合は
、上記（Ｂ１）の質問項目に対する回答データに基づいて、ユーザが抗凝血剤または血液
希釈剤を服薬しているか否かを判断する。ステップＳ１０で肯定判断した場合には、ステ
ップＳ２０へ進む。
【００５０】
　ステップＳ２０では、制御装置３０２は、上述した自動トリアージ処理におけるスコア
または問診型トリアージ処理におけるスコアが２より小さいか否かを判断する。なお、ス
テップＳ２０では、抗凝血剤または血液希釈剤を服薬しているユーザにおいて、自動トリ
アージ処理におけるスコアまたは問診型トリアージ処理におけるスコアが２より小さい場
合には、ユーザの症状の程度は重度が低いと判定することができ、スコアが２以上である
場合には、ユーザの症状の程度は重度が高いと判定することができるものとする。
【００５１】
　ステップＳ２０で肯定判断した場合には、ステップＳ３０へ進み、制御装置３０２は、
ユーザを、ユーザが発症した疾患分野の低度医療対応可能病院と高度医療対応可能病院の
いずれか近い方へ搬送するべきと判定する。これによって、症状が重くない（重度が低い
）可能性が高いユーザに対しては、できるだけ早く病院へ搬送することを優先させて、低
度医療対応可能病院と高度医療対応可能病院のいずれか近い方へ搬送するべきと判定する
ことができる。
【００５２】
　一方、ステップＳ２０で否定判断した場合には、ステップＳ４０へ進む。ステップＳ４
０では、制御装置３０２は、ユーザの現在位置から最も近い高度医療対応可能病院までの
所要時間（ＣＳＣ）と、最も近い低度医療対応可能病院までの所要時間（ＰＳＣ）との差
が、あらかじめ設定されている閾値Ｔ１より長いか否かを判断する。ユーザの現在位置か
ら最も近い高度医療対応可能病院までの所要時間（ＣＳＣ）と、最も近い低度医療対応可
能病院までの所要時間（ＰＳＣ）は、ユーザの現在位置の情報と、病院情報に含まれる病
院の所在地を表す位置情報に基づいて特定される。
【００５３】
　ユーザが抗凝血剤または血液希釈剤を服薬しており、スコアが２以上という状況を鑑み
ると、ユーザの症状の程度は重度が高い可能性があるため、高度医療対応可能病院へ搬送
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した方が好ましいと考えられる。しかしながら、このような状況であっても、ユーザの現
在位置から最も近い高度医療対応可能病院までの所要時間（ＣＳＣ）と、最も近い低度医
療対応可能病院までの所要時間（ＰＳＣ）が所定時間以上異なる場合には、高度医療対応
可能病院への搬送にとらわれず、早期に病院へ搬送することを優先すべき場合がある。閾
値Ｔ１の値は、このような事情を鑑みて設定され、本実施の形態では、例えば閾値Ｔ１と
して３０分が設定されるものとする。なお、閾値Ｔ１は上記のような事情を鑑みて最適な
値が設定されるものであって、３０分に限定されるものではない。
【００５４】
　ステップＳ４０で肯定判断した場合には、ステップＳ３０へ進み、制御装置３０２は、
ユーザを、ユーザが発症した疾患分野の低度医療対応可能病院と高度医療対応可能病院の
いずれか近い方へ搬送するべきと判定する。これによって、ユーザは、スコアの合計値が
高く、症状が重い（重度が高い）可能性が高いものの、最も近い高度医療対応可能病院ま
での所要時間（ＣＳＣ）と、最も近い低度医療対応可能病院までの所要時間（ＰＳＣ）と
の差が所定の閾値Ｔ１より長い場合には、早期に病院へ搬送させることを優先するために
、低度医療対応可能病院と高度医療対応可能病院のいずれか近い方へ搬送するべきと判定
することができる。
【００５５】
　これに対して、ステップＳ４０で否定判断した場合には、ステップＳ５０へ進み、制御
装置３０２は、ユーザを、ユーザが発症した疾患分野の高度医療対応可能病院へ搬送する
べきと判定する。これによって、スコアの合計値が高く症状が重い可能性が高いユーザは
、最も近い高度医療対応可能病院までの所要時間（ＣＳＣ）と、最も近い低度医療対応可
能病院までの所要時間（ＰＳＣ）との差が短い場合には、ユーザの症状の程度に合った治
療が可能な高度医療対応可能病院へ搬送するべきと判定することができる。
【００５６】
　ステップＳ１０で否定判断した場合には、ステップＳ６０へ進む。ステップＳ６０では
、制御装置３０２は、ユーザの年齢が８０歳以上であるか否かを判断する。制御装置３０
２は、自動トリアージの場合は、ユーザの健康管理情報に含まれる生年月日の情報に基づ
いて、ユーザの年齢が８０歳以上であるか否かを判断する。また、制御装置３０２は、問
診型トリアージの場合は、上記（Ｂ２）の質問項目に対する回答データに基づいて、ユー
ザの年齢が８０歳以上であるか否かを判断する。ステップＳ６０で肯定判断した場合には
、ステップＳ７０へ進む。
【００５７】
　ステップＳ７０では、制御装置３０２は、ユーザに異常が検出されてから病院へ搬送さ
れるまでの予想経過時間を算出し、算出した予想経過時間が閾値ＩＶｔＰＡ１より長いか
否かを判定する。ユーザに異常が検出されてから病院へ搬送されるまでの予想経過時間は
、次式（１）によって算出される。なお、閾値ＩＶｔＰＡ１は、血栓溶解薬（ｔ－ＰＡ）
投与までの許容時間をもとに設定されている。この許容時間は、一般的には２７０分以内
であるが、８０歳以上の場合は１８０分未満との臨床試験結果があるため、ここでは閾値
ＩＶｔＰＡ１は１８０分とする。
　搬送までの予想経過時間＝現在時刻－ユーザの異常を検出した時刻＋ユーザが発症した
疾患分野の低度医療対応可能病院または高度医療対応可能病院までの最短到達時間　・・
・（１）
【００５８】
　なお、式（１）において、ユーザの異常を検出した時刻は、自動トリアージの場合は、
ユーザのバイタルデータに基づいてユーザの異常を検出した時刻とする。また、問診型ト
リアージの場合は、上記（Ｂ３）の質問項目に対する回答データとして取得した時刻とし
、上記（Ｂ３）の質問項目に対して回答がなく、（Ｂ４）の質問項目に対する回答データ
が得られている場合には、（Ｂ４）の質問項目に対する回答データとして取得した時刻と
する。
【００５９】
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　ステップＳ７０で肯定判断した場合には、ステップＳ８０へ進み、制御装置３０２は、
上述した自動トリアージ処理におけるスコアまたは問診型トリアージ処理におけるスコア
が２より小さいか否かを判断する。なお、ステップＳ８０では、抗凝血剤または血液希釈
剤を服薬していない８０歳以上のユーザにおいて、搬送までの予想経過時間が血栓溶解薬
（ｔ－ＰＡ）投与までの許容時間よりも長いときには、自動トリアージ処理におけるスコ
アまたは問診型トリアージ処理におけるスコアが２より小さい場合に、ユーザの症状の程
度は重度が低いと判定することができ、スコアが２以上である場合に、ユーザの症状の程
度は重度が高いと判定することができるものとする。
【００６０】
　ステップＳ８０で肯定判断した場合には、ステップＳ９０へ進み、制御装置３０２は、
ユーザを、ユーザが発症した疾患分野の低度医療対応可能病院と高度医療対応可能病院の
いずれか近い方へ搬送するべきと判定する。これによって、症状が重くない可能性が高い
ユーザに対しては、できるだけ早く病院へ搬送することを優先させて、低度医療対応可能
病院と高度医療対応可能病院のいずれか近い方へ搬送するべきと判定することができる。
【００６１】
　一方、ステップＳ８０で否定判断した場合には、ステップＳ１００へ進む。ステップＳ
１００では、制御装置３０２は、上述した自動トリアージ処理におけるスコアまたは問診
型トリアージ処理におけるスコアが４以上であるか否かを判断する。ステップＳ１００で
肯定判断した場合には、ステップＳ１１０へ進み、制御装置３０２は、ユーザの現在位置
から最も近い高度医療対応可能病院までの所要時間（ＣＳＣ）と、最も近い低度医療対応
可能病院までの所要時間（ＰＳＣ）との差が、あらかじめ設定されている閾値Ｔ２より長
いか否かを判断する。
【００６２】
　ユーザが抗凝血剤または血液希釈剤を服薬しておらず、年齢が８０歳以上であり、搬送
までの予測経過時間が１８０分より長く、スコアが４以上という状況を鑑みると、ユーザ
の症状の程度は重度が高い可能性があるため、ユーザを高度医療対応可能病院へ搬送した
方が好ましいと考えられる。しかしながら、このような状況であっても、ユーザの現在位
置から最も近い高度医療対応可能病院までの所要時間（ＣＳＣ）と、最も近い低度医療対
応可能病院までの所要時間（ＰＳＣ）が所定時間以上異なる場合には、高度医療対応可能
病院への搬送にとらわれず、早期に病院へ搬送することを優先すべき場合がある。閾値Ｔ
２の値は、このような事情を鑑みて設定され、本実施の形態では、例えば閾値Ｔ２として
６０分が設定されるものとする。なお、閾値Ｔ２は上記のような事情を鑑みて最適な値が
設定されるものであって、６０分に限定されるものではない。
【００６３】
　ステップＳ１１０で肯定判断した場合には、ステップＳ９０へ進み、制御装置３０２は
、ユーザを、ユーザが発症した疾患分野の低度医療対応可能病院と高度医療対応可能病院
のいずれか近い方へ搬送するべきと判定する。これによって、ユーザは、スコアの合計値
が高く、症状が重い可能性が高いものの、最も近い高度医療対応可能病院までの所要時間
（ＣＳＣ）と、最も近い低度医療対応可能病院までの所要時間（ＰＳＣ）との差が閾値Ｔ
２より長い場合には、早期に病院へ搬送させることを優先するために、低度医療対応可能
病院と高度医療対応可能病院のいずれか近い方へ搬送するべきと判定することができる。
【００６４】
　これに対して、ステップＳ１１０で否定判断した場合には、ステップＳ１３０へ進み、
制御装置３０２は、ユーザを、ユーザが発症した疾患分野の高度医療対応可能病院へ搬送
するべきと判定する。これによって、スコアの合計値が高く症状が重い可能性が高いユー
ザは、最も近い高度医療対応可能病院までの所要時間（ＣＳＣ）と、最も近い低度医療対
応可能病院までの所要時間（ＰＳＣ）との差が短い場合には、ユーザの症状の程度に合っ
た治療が可能な高度医療対応可能病院へ搬送するべきと判定することができる。
【００６５】
　一方で、ステップＳ１００で否定判断した場合には、ステップＳ１２０へ進み、制御装
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置３０２は、ユーザの現在位置から最も近い高度医療対応可能病院までの所要時間（ＣＳ
Ｃ）と、最も近い低度医療対応可能病院までの所要時間（ＰＳＣ）との差が、あらかじめ
設定されている閾値Ｔ３より長いか否かを判断する。
【００６６】
　ユーザが抗凝血剤または血液希釈剤を服薬しておらず、年齢が８０歳以上であり、搬送
までの予測経過時間が１８０分より長く、スコアが２以上４未満という状況を鑑みると、
ユーザの症状の程度は重度が高い可能性があるため、ユーザを高度医療対応可能病院へ搬
送した方が好ましいと考えられる。しかしながら、このような状況であっても、ユーザの
現在位置から最も近い高度医療対応可能病院までの所要時間（ＣＳＣ）と、最も近い低度
医療対応可能病院までの所要時間（ＰＳＣ）が所定時間以上異なる場合には、高度医療対
応可能病院への搬送にとらわれず、早期に病院へ搬送することを優先すべき場合がある。
閾値Ｔ３の値は、このような事情を鑑みて設定され、本実施の形態では、例えば閾値Ｔ３
として３０分が設定されるものとする。なお、閾値Ｔ３は上記のような事情を鑑みて最適
な値が設定されるものであって、３０分に限定されるものではない。
【００６７】
　ステップＳ１２０で肯定判断した場合には、ステップＳ９０へ進み、制御装置３０２は
、ユーザを、ユーザが発症した疾患分野の低度医療対応可能病院と高度医療対応可能病院
のいずれか近い方へ搬送するべきと判定する。これによって、ユーザは、スコアの合計値
が高く、症状が重い可能性が高いものの、最も近い高度医療対応可能病院までの所要時間
（ＣＳＣ）と、最も近い低度医療対応可能病院までの所要時間（ＰＳＣ）との差が閾値Ｔ
３より長い場合には、早期に病院へ搬送させることを優先するために、低度医療対応可能
病院と高度医療対応可能病院のいずれか近い方へ搬送するべきと判定することができる。
【００６８】
　これに対して、ステップＳ１２０で否定判断した場合には、ステップＳ１３０へ進み、
制御装置３０２は、ユーザを、ユーザが発症した疾患分野の高度医療対応可能病院へ搬送
するべきと判定する。これによって、スコアの合計値が高く症状が重い可能性が高いユー
ザは、最も近い高度医療対応可能病院までの所要時間（ＣＳＣ）と、最も近い低度医療対
応可能病院までの所要時間（ＰＳＣ）との差が短い場合には、ユーザの症状の程度に合っ
た治療が可能な高度医療対応可能病院へ搬送するべきと判定することができる。
【００６９】
　ステップＳ７０で否定判断した場合には、ステップＳ１４０へ進み、制御装置３０２は
、上述した自動トリアージ処理におけるスコアまたは問診型トリアージ処理におけるスコ
アが４より小さいか否かを判断する。なお、ステップＳ１４０では、抗凝血剤または血液
希釈剤を服薬していない８０歳以上のユーザにおいて、搬送までの予想経過時間が血栓溶
解薬（ｔ－ＰＡ）投与までの許容時間以下である場合には、自動トリアージ処理における
スコアまたは問診型トリアージ処理におけるスコアが４より小さい場合には、ユーザの症
状の程度は重度が低いと判定することができ、スコアが４以上である場合には、ユーザの
症状の程度は重度が高いと判定することができるものとする。
【００７０】
　ステップＳ１４０で肯定判断した場合には、ステップＳ１５０へ進み、制御装置３０２
は、ユーザを、ユーザが発症した疾患分野の低度医療対応可能病院と高度医療対応可能病
院のいずれか近い方へ搬送するべきと判定する。これによって、症状が重くない可能性が
高いユーザに対しては、できるだけ早く病院へ搬送することを優先させて、低度医療対応
可能病院と高度医療対応可能病院のいずれか近い方へ搬送するべきと判定することができ
る。
【００７１】
　一方、ステップＳ１４０で否定判断した場合には、ステップＳ１６０へ進む。ステップ
Ｓ１６０では、制御装置３０２は、ユーザの現在位置から最も近い高度医療対応可能病院
までの所要時間（ＣＳＣ）と、最も近い低度医療対応可能病院までの所要時間（ＰＳＣ）
との差が、あらかじめ設定されている閾値Ｔ４より長いか否かを判断する。
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【００７２】
　ユーザが抗凝血剤または血液希釈剤を服薬しておらず、年齢が８０歳以上であり、搬送
までの予測経過時間が１８０分以下であり、スコアが４以上であるという状況を鑑みると
、ユーザの症状の程度は重度が高い可能性があるため、ユーザを高度医療対応可能病院へ
搬送した方が好ましいと考えられる。しかしながら、このような状況であっても、ユーザ
の現在位置から最も近い高度医療対応可能病院までの所要時間（ＣＳＣ）と、最も近い低
度医療対応可能病院までの所要時間（ＰＳＣ）が所定時間以上異なる場合には、高度医療
対応可能病院への搬送にとらわれず、早期に病院へ搬送することを優先すべき場合がある
。閾値Ｔ４の値は、このような事情を鑑みて設定され、本実施の形態では、例えば閾値Ｔ
４として３０分が設定されるものとする。なお、閾値Ｔ４は上記のような事情を鑑みて最
適な値が設定されるものであって、３０分に限定されるものではない。
【００７３】
　ステップＳ１６０で肯定判断した場合には、ステップＳ１５０へ進み、制御装置３０２
は、ユーザを、ユーザが発症した疾患分野の低度医療対応可能病院と高度医療対応可能病
院のいずれか近い方へ搬送するべきと判定する。これによって、ユーザは、スコアの合計
値が高く、症状が重い可能性が高いものの、最も近い高度医療対応可能病院までの所要時
間（ＣＳＣ）と、最も近い低度医療対応可能病院までの所要時間（ＰＳＣ）との差が閾値
Ｔ４より長い場合には、早期に病院へ搬送させることを優先するために、低度医療対応可
能病院と高度医療対応可能病院のいずれか近い方へ搬送するべきと判定することができる
。
【００７４】
　これに対して、ステップＳ１６０で否定判断した場合には、ステップＳ１７０へ進み、
制御装置３０２は、ユーザを、ユーザが発症した疾患分野の高度医療対応可能病院へ搬送
するべきと判定する。これによって、スコアの合計値が高く症状が重い可能性が高いユー
ザは、最も近い高度医療対応可能病院までの所要時間（ＣＳＣ）と、最も近い低度医療対
応可能病院までの所要時間（ＰＳＣ）との差が短い場合には、ユーザの症状の程度に合っ
た治療が可能な高度医療対応可能病院へ搬送するべきと判定することができる。
【００７５】
　次に、ステップＳ６０で否定判断した場合の処理について説明する。ステップＳ６０で
否定判断した場合には、ステップＳ１８０へ進む。ステップＳ１８０では、制御装置３０
２は、式（１）によってユーザに異常が検出されてから病院へ搬送されるまでの予想経過
時間を算出し、算出した予想経過時間が閾値ＩＶｔＰＡ２より長いか否かを判定する。上
述したように、一般的な血栓溶解薬（ｔ－ＰＡ）投与までの許容時間は２７０分以内であ
るため、ステップＳ１８０での閾値ＩＶｔＰＡ２は２７０分とする。
【００７６】
　ステップＳ１８０で肯定判断した場合には、ステップＳ１９０へ進み、制御装置３０２
は、上述した自動トリアージ処理におけるスコアまたは問診型トリアージ処理におけるス
コアが２より小さいか否かを判断する。なお、ステップＳ１９０では、抗凝血剤または血
液希釈剤を服薬していない８０歳未満のユーザにおいて、搬送までの予想経過時間が血栓
溶解薬（ｔ－ＰＡ）投与までの許容時間よりも長いときには、自動トリアージ処理におけ
るスコアまたは問診型トリアージ処理におけるスコアが２より小さい場合には、ユーザの
症状の程度は重度が低いと判定することができ、スコアが２以上である場合には、ユーザ
の症状の程度は重度が高いと判定することができるものとする。
【００７７】
　ステップＳ１９０で肯定判断した場合には、ステップＳ２００へ進み、制御装置３０２
は、ユーザを、ユーザが発症した疾患分野の低度医療対応可能病院と高度医療対応可能病
院のいずれか近い方へ搬送するべきと判定する。これによって、症状が重くない可能性が
高いユーザに対しては、できるだけ早く病院へ搬送することを優先させて、低度医療対応
可能病院と高度医療対応可能病院のいずれか近い方へ搬送するべきと判定することができ
る。
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【００７８】
　一方、ステップＳ１９０で否定判断した場合には、ステップＳ２１０へ進む。ステップ
Ｓ２１０では、制御装置３０２は、上述した自動トリアージ処理におけるスコアまたは問
診型トリアージ処理におけるスコアが４以上であるか否かを判断する。ステップＳ２１０
で肯定判断した場合には、ステップＳ２２０へ進み、制御装置３０２は、ユーザの現在位
置から最も近い高度医療対応可能病院までの所要時間（ＣＳＣ）と、最も近い低度医療対
応可能病院までの所要時間（ＰＳＣ）との差が、あらかじめ設定されている閾値Ｔ５より
長いか否かを判断する。
【００７９】
　ユーザが抗凝血剤または血液希釈剤を服薬しておらず、年齢が８０歳未満であり、搬送
までの予測経過時間が２７０分より長く、スコアが４以上であるという状況を鑑みると、
ユーザの症状の程度は重度が高い可能性があるため、ユーザを高度医療対応可能病院へ搬
送した方が好ましいと考えられる。しかしながら、このような状況であっても、ユーザの
現在位置から最も近い高度医療対応可能病院までの所要時間（ＣＳＣ）と、最も近い低度
医療対応可能病院までの所要時間（ＰＳＣ）が所定時間以上異なる場合には、高度医療対
応可能病院への搬送にとらわれず、早期に病院へ搬送することを優先すべき場合がある。
閾値Ｔ５の値は、このような事情を鑑みて設定され、本実施の形態では、例えば閾値Ｔ５
として６０分が設定されるものとする。なお、閾値Ｔ５は上記のような事情を鑑みて最適
な値が設定されるものであって、６０分に限定されるものではない。
【００８０】
　ステップＳ２２０で肯定判断した場合には、ステップＳ２００へ進み、制御装置３０２
は、ユーザを、ユーザが発症した疾患分野の低度医療対応可能病院と高度医療対応可能病
院のいずれか近い方へ搬送するべきと判定する。これによって、ユーザは、スコアの合計
値が高く、症状が重い可能性が高いものの、最も近い高度医療対応可能病院までの所要時
間（ＣＳＣ）と、最も近い低度医療対応可能病院までの所要時間（ＰＳＣ）との差が閾値
Ｔ５より大きい場合には、早期に病院へ搬送させることを優先するために、低度医療対応
可能病院と高度医療対応可能病院のいずれか近い方へ搬送するべきと判定することができ
る。
【００８１】
　これに対して、ステップＳ２２０で否定判断した場合には、ステップＳ２４０へ進み、
制御装置３０２は、ユーザを、ユーザが発症した疾患分野の高度医療対応可能病院へ搬送
するべきと判定する。これによって、スコアの合計値が高く症状が重い可能性が高いユー
ザは、最も近い高度医療対応可能病院までの所要時間（ＣＳＣ）と、最も近い低度医療対
応可能病院までの所要時間（ＰＳＣ）との差が短い場合には、ユーザの症状の程度に合っ
た治療が可能な高度医療対応可能病院へ搬送するべきと判定することができる。
【００８２】
　一方で、ステップＳ２１０で否定判断した場合には、ステップＳ２３０へ進み、制御装
置３０２は、ユーザの現在位置から最も近い高度医療対応可能病院までの所要時間（ＣＳ
Ｃ）と、最も近い低度医療対応可能病院までの所要時間（ＰＳＣ）との差が、あらかじめ
設定されている閾値Ｔ６より長いか否かを判断する。
【００８３】
　ユーザが抗凝血剤または血液希釈剤を服薬しておらず、年齢が８０歳未満であり、搬送
までの予測経過時間が２７０分より長く、スコアが２以上４未満であるという状況を鑑み
ると、ユーザの症状の程度は重度が高い可能性があるため、ユーザを高度医療対応可能病
院へ搬送した方が好ましいと考えられる。しかしながら、このような状況であっても、ユ
ーザの現在位置から最も近い高度医療対応可能病院までの所要時間（ＣＳＣ）と、最も近
い低度医療対応可能病院までの所要時間（ＰＳＣ）が所定時間以上異なる場合には、高度
医療対応可能病院への搬送にとらわれず、早期に病院へ搬送することを優先すべき場合が
ある。閾値Ｔ６の値は、このような事情を鑑みて設定され、本実施の形態では、例えば閾
値Ｔ６として３０分が設定されるものとする。なお、閾値Ｔ６は上記のような事情を鑑み



(19) JP 6355685 B2 2018.7.11

10

20

30

40

50

て最適な値が設定されるものであって、３０分に限定されるものではない。
【００８４】
　ステップＳ２３０で肯定判断した場合には、ステップＳ２００へ進み、制御装置３０２
は、ユーザを、ユーザが発症した疾患分野の低度医療対応可能病院と高度医療対応可能病
院のいずれか近い方へ搬送するべきと判定する。これによって、ユーザは、スコアの合計
値が高く、症状が重い可能性が高いものの、最も近い高度医療対応可能病院までの所要時
間（ＣＳＣ）と、最も近い低度医療対応可能病院までの所要時間（ＰＳＣ）との差が閾値
Ｔ６より長い場合には、早期に病院へ搬送させることを優先するために、低度医療対応可
能病院と高度医療対応可能病院のいずれか近い方へ搬送するべきと判定することができる
。
【００８５】
　これに対して、ステップＳ２３０で否定判断した場合には、ステップＳ２４０へ進み、
制御装置３０２は、ユーザを、ユーザが発症した疾患分野の高度医療対応可能病院へ搬送
するべきと判定する。これによって、スコアの合計値が高く症状が重い可能性が高いユー
ザは、最も近い高度医療対応可能病院までの所要時間（ＣＳＣ）と、最も近い低度医療対
応可能病院までの所要時間（ＰＳＣ）との差が短い場合には、ユーザの症状の程度に合っ
た治療が可能な高度医療対応可能病院へ搬送するべきと判定することができる。
【００８６】
　ステップＳ１８０で否定判断した場合には、ステップＳ２５０へ進み、制御装置３０２
は、上述した自動トリアージ処理におけるスコアまたは問診型トリアージ処理におけるス
コアが４より小さいか否かを判断する。なお、ステップＳ２５０では、抗凝血剤または血
液希釈剤を服薬していない８０歳未満のユーザにおいて、搬送までの予想経過時間が血栓
溶解薬（ｔ－ＰＡ）投与までの許容時間以下である場合には、自動トリアージ処理におけ
るスコアまたは問診型トリアージ処理におけるスコアが４より小さい場合には、ユーザの
症状の程度は重度が低いと判定することができ、スコアが４以上である場合には、ユーザ
の症状の程度は重度が高いと判定することができるものとする。
【００８７】
　ステップＳ２５０で肯定判断した場合には、ステップＳ２６０へ進み、制御装置３０２
は、ユーザを、ユーザが発症した疾患分野の低度医療対応可能病院と高度医療対応可能病
院のいずれか近い方へ搬送するべきと判定する。これによって、症状が重くない可能性が
高いユーザに対しては、できるだけ早く病院へ搬送することを優先させて、低度医療対応
可能病院と高度医療対応可能病院のいずれか近い方へ搬送するべきと判定することができ
る。
【００８８】
　一方、ステップＳ２５０で否定判断した場合には、ステップＳ２７０へ進む。ステップ
Ｓ２７０では、制御装置３０２は、ユーザの現在位置から最も近い高度医療対応可能病院
までの所要時間（ＣＳＣ）と、最も近い低度医療対応可能病院までの所要時間（ＰＳＣ）
との差が、あらかじめ設定されている閾値Ｔ７より長いか否かを判断する。
【００８９】
　ユーザが抗凝血剤または血液希釈剤を服薬しておらず、年齢が８０歳未満であり、搬送
までの予測経過時間が２７０分以下であり、スコアが４以上であるという状況を鑑みると
、ユーザの症状の程度は重度が高い可能性があるため、ユーザを高度医療対応可能病院へ
搬送した方が好ましいと考えられる。しかしながら、このような状況であっても、ユーザ
の現在位置から最も近い高度医療対応可能病院までの所要時間（ＣＳＣ）と、最も近い低
度医療対応可能病院までの所要時間（ＰＳＣ）が所定時間以上異なる場合には、高度医療
対応可能病院への搬送にとらわれず、早期に病院へ搬送することを優先すべき場合がある
。閾値Ｔ７の値は、このような事情を鑑みて設定され、本実施の形態では、例えば閾値Ｔ
７として３０分が設定されるものとする。なお、閾値Ｔ７は上記のような事情を鑑みて最
適な値が設定されるものであって、３０分に限定されるものではない。
【００９０】
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　ステップＳ２７０で肯定判断した場合には、ステップＳ２６０へ進み、制御装置３０２
は、ユーザを、ユーザが発症した疾患分野の低度医療対応可能病院と高度医療対応可能病
院のいずれか近い方へ搬送するべきと判定する。これによって、ユーザは、スコアの合計
値が高く、症状が重い可能性が高いものの、最も近い高度医療対応可能病院までの所要時
間（ＣＳＣ）と、最も近い低度医療対応可能病院までの所要時間（ＰＳＣ）との差が閾値
Ｔ７より長い場合には、早期に病院へ搬送させることを優先するために、低度医療対応可
能病院と高度医療対応可能病院のいずれか近い方へ搬送するべきと判定することができる
。
【００９１】
　これに対して、ステップＳ２７０で否定判断した場合には、ステップＳ２８０へ進み、
制御装置３０２は、ユーザを、ユーザが発症した疾患分野の高度医療対応可能病院へ搬送
するべきと判定する。これによって、スコアの合計値が高く症状が重い可能性が高いユー
ザは、最も近い高度医療対応可能病院までの所要時間（ＣＳＣ）と、最も近い低度医療対
応可能病院までの所要時間（ＰＳＣ）との差が短い場合には、ユーザの症状の程度に合っ
た治療が可能な高度医療対応可能病院へ搬送するべきと判定することができる。
【００９２】
　制御装置３０２は、図５に示した処理を実行した結果に基づいて、ユーザの搬送先病院
を決定する。具体的には、制御装置３０２は、ユーザが発症した疾患分野に対応可能な高
度医療対応可能病院へ搬送するべきと判定した場合には、記憶媒体３０３に記録されてい
る病院情報に基づいて、ユーザが発症した疾患分野の高度医療に対応可能な高度医療対応
可能病院であって、病院の所在地がユーザの現在位置から最も近い病院をユーザの搬送先
病院として決定する。一方、制御装置３０２は、ユーザが発症した疾患分野に対応可能な
低度医療対応可能病院と高度医療対応可能病院のいずれか近い方へ搬送するべきと判定し
た場合には、記憶媒体３０３に記録されている病院情報に基づいて、ユーザが発症した疾
患分野に対応可能な高度医療対応可能病院または低度医療対応可能病院のうち、病院の所
在地がユーザの現在位置から最も近い病院をユーザの搬送先病院として決定する。
【００９３】
　制御装置３０２は、ユーザの搬送先病院を決定すると、決定した搬送先病院を特定する
ための情報をユーザ端末２００へ送信する。ユーザ端末２００へ送信する搬送先病院を特
定するための情報には、例えば、病院名、病院の位置情報、電話番号などの情報が含まれ
る。
【００９４】
　ユーザ端末２００では、制御装置２０４は、監視装置３００から搬送先病院を特定する
ための情報を受信すると、受信した情報をタッチパネル２０１へ出力して表示する。これ
によって、救急隊員などのユーザを病院へ搬送する人物は、ユーザ端末２００のタッチパ
ネル２０１に表示された情報を確認して、ユーザを搬送すべき病院を把握することができ
る。
【００９５】
　制御装置３０２は、ユーザの搬送先病院を決定すると、記憶媒体３０３に記録されてい
る病院情報に基づいて、搬送先病院のメールアドレスを特定し、特定したメールアドレス
に宛てて、搬送するユーザに関する搬送者情報を送信する。ここで、搬送者情報には、上
述した健康管理情報と、バイタルデータと、（Ａ１）～（Ａ１０）の判定項目ごとの判定
結果を示すデータ、または（Ｂ１）～（Ｂ１２）の質問項目ごとの回答内容を示すデータ
が含まれる。これによって、搬送先の病院では、受け入れ予定患者の健康管理情報、バイ
タルデータ、およびトリアージ結果を示すデータを事前に把握することができる。搬送先
の病院では、事前にユーザの症状に合った受け入れ態勢を整えることができ、ユーザは、
搬送先で早期に適切な治療を受けることができため、ユーザの救命率を向上させることが
できる。
【００９６】
　図６は、本実施の形態におけるバイタルデータ測定装置１００で実行される処理の流れ
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を示すフローチャートである。図６に示す処理は、上述したように、あらかじめ設定され
ているバイタルデータの送信タイミングにおいて起動するプログラムとして、制御装置１
０３によって実行される。
【００９７】
　ステップＳ３１０において、制御装置１０３は、バイタルデータ測定部１０２を介して
入力されるユーザのバイタルデータを取得する。その後、ステップＳ３２０へ進む。
【００９８】
　ステップＳ３２０では、制御装置１０３は、ステップＳ３１０で取得したバイタルデー
タを、通信モジュール１０１を介してユーザ端末２００へ送信する。その後、処理を終了
する。
【００９９】
　図７は、本実施の形態におけるユーザ端末２００で実行される測定データ送信処理の流
れを示すフローチャートである。図７に示す処理は、バイタルデータ測定装置１００から
ユーザのバイタルデータを受信すると起動するプログラムとして、制御装置２０４によっ
て実行される。
【０１００】
　ステップＳ４１０において、制御装置２０４は、ＧＰＳモジュール２０３からの出力に
基づいて、上述した現在位置情報を取得することによって、ユーザ端末２００の現在位置
を特定する。その後、ステップＳ４２０へ進む。
【０１０１】
　ステップＳ４２０では、制御装置２０４は、バイタルデータ測定装置１００から受信し
たバイタルデータと、ユーザを特定するための情報、例えば上述したユーザＩＤと、ステ
ップＳ４１０で特定したユーザ端末２００の現在位置を示す現在位置情報とを含んだ測定
データを通信モジュール２０２を介して監視装置３００へ送信する。その後、処理を終了
する。
【０１０２】
　図８は、本実施の形態におけるユーザ端末２００で実行される回答データ送信処理の流
れを示すフローチャートである。図８に示す処理は、上述したように、監視装置３００か
ら問診型トリアージ処理のための質問の出力が指示されると起動するプログラムとして、
制御装置２０４によって実行される。
【０１０３】
　ステップＳ５１０において、制御装置２０４は、監視装置３００から質問の出力が指示
されると、上述した（Ｂ１）～（Ｂ１２）の質問項目に応じた質問内容をタッチパネル２
０１に出力して表示する。その後、ステップＳ５２０へ進む。
【０１０４】
　ステップＳ５２０では、制御装置２０４は、それぞれの質問項目に対する回答の入力受
け付けが完了したか否かを判断する。例えば、操作者が各質問項目に対する回答を入力し
た後に送信ボタンにタッチする画面構成としておき、制御装置２０４は、送信ボタンがタ
ッチされたことを検出したときに、各質問項目に対する入力が行われているかをチェック
することによって、ステップＳ５２０の判断を行えばよい。なお、（Ｂ３）と（Ｂ４）の
ように、いずれか一方の質問に対する回答が得られれば問診型トリアージ処理が可能な質
問項目については、いずれか一方のみ回答が入力されていればよいものとする。ステップ
Ｓ５２０で肯定判断した場合には、ステップＳ５３０へ進む。
【０１０５】
　ステップＳ５３０では、制御装置２０４は、タッチパネル２０１上で入力を受け付けた
回答内容を示す回答データを監視装置３００へ送信する。その後、処理を終了する。
【０１０６】
　図９は、本実施の形態におけるユーザ端末２００で実行される搬送先病院情報出力処理
の流れを示すフローチャートである。図９に示す処理は、監視装置３００からユーザの搬
送先病院を特定するための情報を受信すると起動するプログラムとして、制御装置２０４
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によって実行される。
【０１０７】
　ステップＳ６１０において、制御装置２０４は、監視装置３００から受信した搬送先病
院を特定するための情報をタッチパネル２０１へ出力して表示する。その後、処理を終了
する。
【０１０８】
　図１０は、本実施の形態における監視装置３００で実行される処理の流れを示すフロー
チャートである。図１０に示す処理は、ユーザ端末２００から上述した測定データを受信
すると起動するプログラムとして、制御装置３０２によって実行される。なお、図１０に
おいて、上述したユーザ情報の登録や病院情報のデータなどの処理に必要なデータは、あ
らかじめ記憶媒体３０３に記録されているものとする。
【０１０９】
　ステップＳ７１０において、制御装置３０２は、上述したように、ユーザ端末２００か
ら受信した測定データに含まれるユーザのバイタルデータに基づいて、ユーザが心臓疾患
または脳疾患を発症した可能性があるか否かを判定することにより、ユーザの異常を検出
する。その後、ステップＳ７２０へ進む。
【０１１０】
　ステップＳ７２０では、制御装置３０２は、ステップＳ７１０での異常検出処理の結果
、ユーザの異常を検出したか否かを判断する。ステップＳ７２０で否定判断した場合には
、処理を終了する。これに対して、ステップＳ７２０で肯定判断した場合には、ステップ
Ｓ７３０へ進む。
【０１１１】
　ステップＳ７３０では、制御装置３０２は、上述した自動トリアージ処理が可能か否か
を判断する。すなわち、制御装置３０２は、上述したように、ユーザの健康管理情報とバ
イタルデータに基づいて（Ａ１）～（Ａ１０）の全ての判定項目に対する判定が可能と判
断した場合には、ステップＳ７３０で肯定判断する。一方、制御装置３０２は、健康管理
情報やバイタルデータの情報が不十分で、（Ａ１）～（Ａ１０）のいずれかの判定項目に
対する判定が不可能であると判定した場合には、ステップＳ７３０で否定判断する。
【０１１２】
　ステップＳ７３０で肯定判断した場合には、ステップＳ７４０へ進み、制御装置３０２
は、上述したように、（Ａ１）～（Ａ１０）の判定項目について、判定結果を数値化し、
これらの合計値をユーザの症状の程度に応じた搬送先を判定するためのスコアとして算出
する。その後、後述するステップＳ７６０へ進む。
【０１１３】
　これに対して、ステップＳ７３０で否定判断した場合は、ステップＳ７５０へ進み、制
御装置３０２は、上述したように、（Ｂ１）～（Ｂ１２）の質問項目に対する回答データ
をユーザ端末２００から得て、回答結果を数値化し、これらの合計値をユーザの症状の程
度に応じた搬送先を判定するためのスコアとして算出する。その後、ステップＳ７６０へ
進む。
【０１１４】
　ステップＳ７６０では、制御装置３０２は、ステップＳ７４０で算出した自動トリアー
ジ処理におけるスコア、またはステップＳ７５０で算出した問診型トリアージ処理におけ
るスコアに基づいて、上述した図５に示した処理を実行し、その実行結果に基づいて、ユ
ーザの症状の搬送先病院を特定する。その後、ステップＳ７７０へ進む。
【０１１５】
　ステップＳ７７０では、制御装置３０２は、上述したように、決定した搬送先病院を特
定するための情報をユーザ端末２００へ送信する。その後、ステップＳ７８０へ進む。
【０１１６】
　ステップＳ７８０では、制御装置３０２は、上述したように、記憶媒体３０３に記録さ
れている病院情報に基づいて、搬送先病院のメールアドレスを特定し、特定したメールア
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ドレスに宛てて、搬送するユーザに関する搬送者情報を送信する。その後、処理を終了す
る。
【０１１７】
　以上説明した本実施の形態によれば、以下のような作用効果を得ることができる。
（１）対象者であるユーザが所持するユーザ端末２００では、制御装置２０４は、バイタ
ルデータ測定装置１００から、ユーザの血圧データと脈拍データと心電図データとを含む
バイタルデータを取得し、取得したバイタルデータを監視装置３００へ送信する。監視装
置３００では、制御装置３０２は、ユーザ端末２００から受信したバイタルデータに基づ
いて、対象者が心臓疾患または脳疾患を発症した可能性があると判定したときに、ユーザ
の異常を検出し、ユーザの異常を検出したときに、上述したトリアージ処理を実行し、ユ
ーザの症状の程度に基づいてユーザを搬送する搬送先の病院を特定して、特定結果をユー
ザ端末２００へ送信するようにした。これによって、ユーザが心臓疾患または脳疾患を発
症した可能性があるときに、トリアージ処理を実行してユーザの症状の程度を判定し、症
状の程度に応じた搬送先の病院を特定することができる。このように、対象者が心臓疾患
または脳疾患を発症した際に、早期にユーザの症状の程度に応じた搬送先の病院を特定す
ることによって、適切な病院への迅速な搬送が可能となるため、ユーザの救命率を向上さ
せることができる。
【０１１８】
（２）制御装置３０２は、ユーザの健康管理のために記憶媒体３０３に記録されている健
康管理情報とバイタルデータに基づいて、ユーザの症状の程度を判定するようにした。こ
れによって、ユーザの健康管理情報とバイタルデータに基づいて自動トリアージ処理を実
行して、早期にユーザの症状の程度を判定することができる。
【０１１９】
（３）制御装置３０２は、健康管理情報とバイタルデータに基づいて、あらかじめ設定さ
れた（Ａ１）～（Ａ１０）の判定項目ごとに判定結果を数値化し、判定項目ごとに特定さ
れた数値の合計値を指標値として算出することによって、ユーザの症状の程度を判定する
ようにした。これによって、あらかじめユーザの症状の程度を判定するための判定項目と
、各判定項目に対する判定結果に応じたスコアを設定しておけば、精度高くユーザの症状
の程度を示す指標値を算出することができる。
【０１２０】
（４）制御装置３０２は、健康管理情報とバイタルデータに基づく自動トリアージ処理で
はユーザの症状の程度を判定することができない場合には、ユーザ端末２００からユーザ
の症状を確認するための質問に対する回答データを取得し、取得した回答データに基づい
て、ユーザの症状の程度を判定するようにした。これによって、自動トリアージ処理を実
行することができない場合でも、ユーザの症状を判定するための質問に対する回答内容に
基づいて、救急隊員や家族が確認した実際のユーザの状態に基づく症状の程度を判定する
ことができる。
【０１２１】
（５）制御装置３０２は、回答データに基づいて、あらかじめ設定された複数の質問項目
ごとに回答結果を数値化し、質問項目ごとに特定された数値の合計値を指標値として算出
することによって、ユーザの症状の程度を判定するようにした。これによって、あらかじ
めユーザの症状の程度を判定するための質問項目と、各質問項目に対する回答内容に応じ
たスコアを設定しておけば、精度高くユーザの症状の程度を示す指標値を算出することが
できる。
【０１２２】
（６）制御装置３０２は、特定した搬送先の病院のメールアドレスに宛てて、健康管理情
報、バイタルデータ、およびユーザの症状の程度を示すデータ、すなわち（Ａ１）～（Ａ
１０）の判定項目ごとの判定結果を示すデータまたは（Ｂ１）～（Ｂ１２）の質問項目ご
との回答内容を示すデータを含んだ搬送者情報を送信するようにした。これによって、搬
送先の病院では、受け入れ予定患者の健康管理情報、バイタルデータ、およびトリアージ
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結果を示すデータを事前に把握することができる。
【０１２３】
（７）制御装置３０２は、ユーザの症状の程度として重度が低いと判定した場合には、ユ
ーザの症状に応じた疾患分野の低度医療対応可能病院とユーザの症状に応じた疾患分野の
高度医療対応可能病院の中から、ユーザの現在位置から近い病院を選択して、搬送先の病
院として特定するようにした。これによって、症状が重くない可能性が高いユーザは、救
命率を上げるために、病院へいち早く搬送することを優先させて搬送先の病院を特定する
ことができる。
【０１２４】
（８）制御装置３０２は、ユーザの症状の程度として重度が高いと判定した場合には、ユ
ーザの現在位置から最も近い高度医療対応可能病院までの所要時間と、最も近い低度医療
対応可能病院までの所要時間との差が、あらかじめ設定されている閾値より長いときには
、低度医療対応可能病院と高度医療対応可能病院の中から、ユーザの現在位置から近い病
院を選択して、搬送先の病院として特定するようにした。また、ユーザの現在位置から最
も近い高度医療対応可能病院までの所要時間と、最も近い低度医療対応可能病院までの所
要時間との差が、あらかじめ設定されている閾値以下のときには、高度医療対応可能病院
の中から、ユーザの現在位置から近い病院を選択して、搬送先の病院として特定するよう
にした。これによって、ユーザの症状が重い可能性が高いものの、最も近い高度医療対応
可能病院までの所要時間と、最も近い低度医療対応可能病院までの所要時間との差が所定
の閾値より長い場合には、早期に病院へ搬送させることを優先するために、低度医療対応
可能病院と高度医療対応可能病院のいずれか近い方へ搬送するべきと判定することができ
る。一方で、最も近い高度医療対応可能病院までの所要時間と、最も近い低度医療対応可
能病院までの所要時間との差が短い場合には、ユーザの症状の程度に合った高度な治療が
受けられるように、高度医療対応可能病院へ搬送するべきと判定することができる。
【０１２５】
（９）制御装置３０２は、制御装置３０２は、ユーザのバイタルデータに含まれる心電図
データが示す波形が、あらかじめ登録されている心臓疾患の特徴的な波形を示したときに
、ユーザが心臓疾患を発症した可能性があると判定し、血圧データが示す数値及び脈波デ
ータが示す波形が、あらかじめ登録されている脳疾患の特徴的な数値及び波形を示したと
きに、ユーザが脳疾患を発症した可能性があると判定するようにした。これによって、ユ
ーザのバイタルデータに基づいて、精度高くユーザの異常を検出することができる。
【０１２６】
（１０）ユーザ端末２００では、制御装置２０４は、ユーザに装着されたウェアラブル端
末であるバイタルデータ測定装置１００からバイラルデータを取得するようにした。これ
によって、ユーザのバイタルデータを定期的に取得することが可能となる。
【０１２７】
―変形例―
　なお、上述した実施の形態の医療支援システムは、以下のように変形することもできる
。
【０１２８】
（１）上述した実施の形態では、制御装置３０２は、ユーザが発症した疾患分野に対応可
能な高度医療対応可能病院へ搬送するべきと判定した場合には、記憶媒体３０３に記録さ
れている病院情報に基づいて、ユーザが発症した疾患分野に対応可能な高度医療対応可能
病院であって、病院の所在地がユーザの現在位置から最も近い病院をユーザの搬送先病院
として決定する例について説明した。また、制御装置３０２は、ユーザが発症した疾患分
野に対応可能な低度医療対応可能病院と高度医療対応可能病院のいずれか近い方へ搬送す
るべきと判定した場合には、記憶媒体３０３に記録されている病院情報に基づいて、ユー
ザが発症した疾患分野に対応可能な高度医療対応可能病院または低度医療対応可能病院の
うち、病院の所在地がユーザの現在位置から最も近い病院をユーザの搬送先病院として決
定する例について説明した。しかしながら、ユーザを搬送する搬送先病院を決定するに当
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たっては、制御装置３０２は、記憶媒体３０３に記録されている病院情報に基づいて、ユ
ーザが発症した疾患分野に関する専門医がいるかどうか、ユーザが発症した疾患分野に対
する治療室に空きがあるか、現在時刻が救急医療対応時間帯内であるかどうかについても
判定し、専門医がいる病院、治療室に空きがある病院、すぐに対応可能な病院を優先して
選択するようにしてもよい。
【０１２９】
　また、制御装置３０２は、ユーザの現在地から近い順に複数の病院を選択したり、専門
医がいる病院や治療室に空きがある病院も含めて選択することによって、ユーザの搬送先
とする病院の候補を複数提示し、その中からユーザ端末２００上で救急隊員が指定した病
院を搬送先として特定するようにしてもよい。これによって、搬送先の選択肢を救急隊員
に提示することができる。また、万が一、候補の中に受け入れ不可能な病院があっても、
救急隊員は、他の候補の中から搬送先の病院を選択することができる。
【０１３０】
（２）上述した実施の形態では、制御装置３０２は、ユーザの異常を検出した場合には、
トリアージ処理を実行して、ユーザの搬送先病院を決定する例について説明した。これに
加えて、制御装置３０２は、あらかじめ登録されている通知先に宛てて、ユーザの異常を
検出したことを通知するようにしてもよい。例えば、ユーザの主治医や家族などの関係者
の連絡先を通知先として健康管理情報に含めて登録できるようにし、制御装置３０２は、
ユーザの健康管理情報に通知先が登録されている場合には、その通知先に宛てて、ユーザ
の異常を検出したことを示す情報を送信すればよい。これによって、主治医や家族などの
関係者は、ユーザに異常が発生したことを把握することができる。なお、連絡先としてメ
ールアドレスを登録した場合には、メールアドレスに宛てて情報を送信すればよいし、携
帯電話番号を登録した場合には、携帯電話番号に宛ててショートメッセージサービス（Ｓ
ＭＳ）を利用したプッシュ通知を行うなどしてもよい。
【０１３１】
　また、制御装置３０２は、ユーザの異常を検出した場合に、あらかじめ登録されている
救急用の通知先、例えば消防センターなどへ、ユーザの現在位置とともに、ユーザに異常
が発生したことを通知するようにしてもよい。これによって、ユーザに異常が検出された
ときに、早期に救急のための通報を行うことができる。また、通報を受けて駆け付けた救
急隊員は、ユーザ端末２００を操作して、自動トリアージ処理によって特定された搬送先
病院を確認したり、問診型トリアージ処理のための質問に回答したりすることができる。
【０１３２】
　なお、本発明の特徴的な機能を損なわない限り、本発明は、上述した実施の形態におけ
る構成に何ら限定されない。また、上述の実施の形態と複数の変形例を組み合わせた構成
としてもよい。
【符号の説明】
【０１３３】
１０　医療支援システム
１００　バイタルデータ測定装置
１０１　通信モジュール
１０２　バイタルデータ測定部
１０３　制御装置
２００　ユーザ端末
２０１　タッチパネル
２０２　通信モジュール
２０３　ＧＰＳモジュール
２０４　制御装置
３００　監視装置
３０１　接続インターフェース
３０２　制御装置
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３０３　記憶媒体
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